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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第75期

第３四半期
連結累計期間

第76期
第３四半期
連結累計期間

第75期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年12月31日

自 2021年４月１日
至 2021年12月31日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (百万円) 50,847 50,204 72,308

経常利益 (百万円) 3,589 2,464 4,718

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

(百万円) 2,227 1,360 2,990

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,342 1,326 3,283

純資産額 (百万円) 28,749 29,588 29,687

総資産額 (百万円) 50,093 49,231 54,082

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 142.89 88.98 192.18

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 56.6 59.3 54.2
 

　

回次
第75期

第３四半期
連結会計期間

第76期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2020年10月１日
至 2020年12月31日

自 2021年10月１日
至 2021年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 63.11 27.04
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい
ない。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してい
ない。

３．当社は第71期第２四半期連結会計期間より「役員報酬BIP信託」を導入している。当該信託が保有する当社
株式を自己株式として計上している。また、１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎となる普
通株式の期中平均株式数は、当該株式を控除対象の自己株式に含めて算定している。

４. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期
首から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に
ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっている。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。また、主要

な関係会社に異動はない。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書提出後、事業等のリスクに記載した内容から

変更はない。　

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものである。
 

(1)財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、工事立替の増加や設備投資等により現金預金が減少したことで前連結
会計年度末に比べて4,851百万円減少し、49,231百万円となった。
　負債は、電子記録債務や未払法人税等の減少により前連結会計年度末に比べて4,753百万円減少し、19,643百万
円となった。
　純資産は、当四半期純利益の計上があったものの、当第３四半期連結累計期間での剰余金の配当及び自己株式の
取得もあり、前連結会計年度末に比べて99百万円減少し、29,588百万円となった。

 
(2)経営成績の状況

建設業界においては、民間建設投資は、一部設備投資の持ち直しに足踏みが見られるものの、全体として回復の
兆しが見られ、また公共建設投資は、国土強靭化のための５か年加速化対策を含む予算の執行により堅調に推移し
ており、建設投資全体では持ち直す傾向となった。
当社グループの業績については、期首手持ち受注高は70,027百万円（前年同四半期比8.8％減）と高水準な状況

が続き、また受注高が45,120百万円（前年同四半期比2.4％増）と増加したものの、売上高は50,204百万円（前年
同四半期比1.3％減）と減収となった。
営業利益は2,342百万円（前年同四半期比32.3％減）、経常利益は2,464百万円（前年同四半期比31.3％減）、親

会社株主に帰属する四半期純利益は1,360百万円（前年同四半期比38.9％減）とそれぞれ減益となった。
 

 （単位：百万円）

  前第３四半期 当第３四半期 増減

期首手持ち受注高

土木事業 62,467 57,342 △5,125

地盤改良事業 14,305 12,974 △1,331

ブロック事業 401 398 △3

その他 40 24 △16

調整額 △429 △711 △282

　　　　　    全社計 76,784 70,027 △6,757

受注高

土木事業 14,867 19,252 4,385

地盤改良事業 26,080 22,602 △3,477

ブロック事業 3,873 3,215 △658

その他 454 455 1

調整額 △1,230 △405 825

              全社計 44,043 45,120 1,076

売上高

土木事業 25,352 24,293 △1,059

地盤改良事業 23,018 23,820 802

ブロック事業 2,736 2,572 △164

その他 467 446 △21

調整額 △727 △927 △200

              全社計 50,847 50,204 △642

営業利益

土木事業 1,664 597 △1,067

地盤改良事業 1,713 1,415 △299

ブロック事業 628 401 △226

その他 △363 29 392

調整額 △183 △100 83

              全社計 3,459 2,342 △1,118

次期繰越受注高

土木事業 51,983 52,302 319

地盤改良事業 17,366 11,756 △5,611

ブロック事業 1,538 1,042 △497

その他 26 33 6

調整額 △932 △189 743

　　　　　    全社計 69,981 64,942 △5,039
 

※当該連結累計期間前に外貨建てで受注した海外工事で、当該四半期連結累計期間中の為替変
動により、請負金額に増減があるものについては、期首手持ち受注高に反映している。
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①土木事業 

受注高は、19,252百万円（前年同四半期比29.5％増）と増加したものの、売上高は、工事の進捗の遅れによ

り、24,293百万円（前年同四半期比4.2％減）と減収となった。営業利益は、減収に加え工事の利益率低下によ

り、597百万円（前年同四半期比64.1％減）と減益となった。

②地盤改良事業

受注高は、22,602百万円（前年同四半期比13.3％減）と減少したものの、売上高は、連結子会社増加もあり、

23,820百万円（前年同四半期比3.5％増）と増収となった。しかしながら営業利益は、好採算工事の減少に加え

保有機械の減価償却費の増加もあり、1,415百万円（前年同四半期比17.4％減）と減益となった。

③ブロック事業

受注高は、主力の型枠賃貸が災害復旧需要の一巡により、3,215百万円（前年同四半期比17.0％減）と減少

し、売上高は、2,572百万円（前年同四半期比6.0％減）と減収となった。営業利益は、減収や固定費の増加によ

り、401百万円（前年同四半期比　36.1％減）の減益となった。

 
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はない。

 

(4)研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は535百万円である。

セグメントごとの内訳は、土木事業60百万円、地盤改良事業348百万円、ブロック事業126百万円である。

 

(5)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの経営戦略の現状と見通しに重要な変更はない。

 

(6)経営者の問題認識と今後の方針について

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの経営者の問題認識と今後の方針について重要な変更はな

い。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 27,255,910

計 27,255,910
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年2月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 16,489,522 16,489,522
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数　100株

計 16,489,522 16,489,522 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

        該当事項なし。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項なし。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　 　　該当事項なし。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年12月31日 － 16,490 － 5,000 － 2,472
 

 
(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前

の基準日（2021年9月30日）に基づく株主名簿による記載をしている。

① 【発行済株式】

   2021年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 ― ―

1,185,100

完全議決権株式(その他)
普通株式

150,247 ―
15,024,700

単元未満株式
普通株式

― 1単元（100株）未満の株式
279,722

発行済株式総数 16,489,522 ― ―

総株主の議決権 ― 150,247 ―
 

(注) 1 「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権の数2個）

及び役員報酬BIP信託が所有する株式が89,200株（議決権の数892個）含まれている。

2 「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式40株及び役員報酬BIP信託が所有する株式が91株含ま

れている。

 
② 【自己株式等】

  2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社不動テトラ

東京都中央区日本橋小網
町7番2号

1,185,100 ― 1,185,100 7.19

計 ― 1,185,100 ― 1,185,100 7.19
 

(注) 役員報酬BIP信託が所有する株式89,291株（議決権の数892個）は、上記自己株式には含まれていない。

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はない。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載している。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 11,912 7,666

  受取手形・完成工事未収入金等 ※１  21,383 －

  受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産 － ※１、※３  21,450

  電子記録債権 2,172 1,905

  有価証券 500 －

  未成工事支出金等 988 1,313

  販売用不動産 546 362

  材料貯蔵品 881 811

  未収入金 1,327 657

  預け金 1,463 517

  その他 484 1,760

  貸倒引当金 △79 △73

  流動資産合計 41,578 36,369

 固定資産   

  有形固定資産 7,510 8,130

  無形固定資産 1,266 1,197

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,880 2,296

   その他 1,950 1,340

   貸倒引当金 △102 △101

   投資その他の資産合計 3,728 3,535

  固定資産合計 12,504 12,862

 資産合計 54,082 49,231

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 7,832 8,018

  電子記録債務 6,298 5,308

  短期借入金 ※２  1,020 ※２  638

  未払法人税等 1,097 10

  未成工事受入金等 2,283 2,098

  賞与引当金 1,086 289

  引当金 207 110

  その他 3,154 1,675

  流動負債合計 22,976 18,145

 固定負債   

  引当金 84 73

  退職給付に係る負債 789 677

  その他 546 748

  固定負債合計 1,419 1,498

 負債合計 24,396 19,643
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,000 5,000

  資本剰余金 14,756 14,756

  利益剰余金 10,684 11,109

  自己株式 △1,131 △1,619

  株主資本合計 29,309 29,247

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 190 126

  為替換算調整勘定 △156 △148

  退職給付に係る調整累計額 △33 △26

  その他の包括利益累計額合計 1 △48

 非支配株主持分 377 390

 純資産合計 29,687 29,588

負債純資産合計 54,082 49,231
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

 【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

売上高   

 完成工事高 47,593 47,250

 兼業事業売上高 3,253 2,955

 売上高合計 50,847 50,204

売上原価   

 完成工事原価 39,903 40,598

 兼業事業売上原価 2,061 1,537

 売上原価合計 41,964 42,135

売上総利益   

 完成工事総利益 7,690 6,652

 兼業事業総利益 1,192 1,418

 売上総利益合計 8,882 8,069

販売費及び一般管理費 5,423 5,728

営業利益 3,459 2,342

営業外収益   

 受取配当金 50 38

 特許実施収入 7 14

 持分法による投資利益 － 90

 保険解約返戻金 57 －

 受取保険金 73 30

 その他 14 25

 営業外収益合計 202 196

営業外費用   

 支払利息 17 16

 支払手数料 8 10

 支払保証料 21 15

 為替差損 15 －

 弔慰金 － 30

 その他 11 3

 営業外費用合計 73 74

経常利益 3,589 2,464

特別利益   

 固定資産売却益 14 14

 その他 1 －

 特別利益合計 15 14

特別損失   

 固定資産売却損 0 0

 固定資産除却損 45 29

 投資有価証券評価損 － 7

 退職給付制度終了損 － 408

 その他 0 3

 特別損失合計 46 447
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           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

税金等調整前四半期純利益 3,558 2,031

法人税、住民税及び事業税 968 178

法人税等調整額 342 478

法人税等合計 1,310 656

四半期純利益 2,248 1,375

非支配株主に帰属する四半期純利益 21 15

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,227 1,360
 

EDINET提出書類

株式会社不動テトラ(E00097)

四半期報告書

11/20



【四半期連結包括利益計算書】

 【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

四半期純利益 2,248 1,375

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 63 △63

 為替換算調整勘定 0 7

 退職給付に係る調整額 31 7

 その他の包括利益合計 94 △49

四半期包括利益 2,342 1,326

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,320 1,311

 非支配株主に係る四半期包括利益 21 15
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

 （持分法適用の範囲の重要な変更）

 第２四半期連結会計期間より、株式取得をしたAdvanced Geosolutions Inc.（以下「AGI」という）を持分法

の適用の範囲に含めている。

 
　 （会計方針の変更）

　　　（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。

　これにより、従来は工事完成基準を適用していた工事請負契約のうち、一定の期間にわたり履行義務が充足さ

れる契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認

識する方法に変更しているが、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの

期間がごく短い工事については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　

2021年３月26日）第95項に定める代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義

務を充足した時点で収益を認識している。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができない

が、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識することとしている。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減する方法を適用している。

　なお、この変更が当第３四半期連結累計期間の連結財務諸表に与える影響はない。

 収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形・完成工事未収入金等」は第１四半期連結会計期間より「受取手形・完成工事未収入金等及び契約

資産」に含めて表示することとした。なお、収益認識会計基準第89－２項に定める経過的な取扱いに従って、前

連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結

累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していない。

 
　（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。

 なお、この変更が当第３四半期連結累計期間の連結財務諸表に与える影響はない。

 
(追加情報)

　（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

　当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第８号）において創設されたグループ通算制度へ

の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税

制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年３

月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　

2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定

に基づいている。

 
 （新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定に

ついて重要な変更はない。
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 （ＡＧＩ社の株式取得の概要）

　当社の連結子会社であるFudo Construction Inc.（以下「FCI」という）は、AGI社と2021年６月１日にAGI社

の株式の一部を取得することに合意し、2021年７月１日に49％の株式を取得したことに伴い、AGI社は持分法適

用関連会社となった。

 なお、被投資会社AGI社の概要は以下の通りである。

商号（被投資会社の名称） Advanced Geosolutions Inc.

主な事業内容 地盤改良及び関連エンジニアリング事業

持分法適用開始日 2021年７月１日

株式取得後の議決権比率 49％
 

 
   当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれている被投資会社の業績の期間

   被投資会社であるAGI社の決算日は12月末日であり、連結決算日と３ヶ月異なっている。

AGI社に対する持分法適用開始日は2021年７月１日であるため、当第３四半期連結累計期間に係る四半期連

結損益計算書に2021年７月１日から2021年９月30日の業績を持分法による投資損益として計上している。

 
 （退職金制度の改正）

　当社は、2021年10月１日に退職金制度の一部を構成する確定給付企業年金制度について確定拠出年金制度へ移

行したことにより、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号　2016年12月

16日）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号　2007年２月

７日）を適用し、確定拠出年金制度への移行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行っている。

　本移行に伴う影響額は、当第３四半期連結累計期間の特別損失として「退職給付制度終了損」408百万円計上

している。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※１　受取手形裏書譲渡高

 

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

受取手形割引高 18百万円 －百万円

受取手形裏書譲渡高 52 55 
 

 

※２　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結している。

当四半期連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりである。

 
　 （1）円建て取引

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

貸出コミットメントの総額 4,000百万円 4,000百万円

借入実行残高 600 － 

差引額 3,400 4,000 
 

 
　　（2）ドル建て取引

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

貸出コミットメントの総額 －百万ドル 7.5百万ドル

借入実行残高 － 4.5 

差引額 － 3.0 
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※３　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。

なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休業日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四

半期連結会計期間末日残高に含まれている。

 

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

受取手形 －百万円 135百万円

受取手形裏書譲渡高 － 16 
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。

 なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん

の償却額は、次のとおりである。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

減価償却費 910百万円 1,184百万円

のれん償却額 19 58 
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年6月19日
定時株主総会

普通株式 877 55.00 2020年３月31日 2020年６月22日 利益剰余金
 

（注）2020年６月19日定時株主総会決議による配当額の総額には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式に対する配当

金6百万円が含まれている。　

 
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　　　該当事項なし。

 

当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年6月29日
定時株主総会

普通株式 935 60.00 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金
 

（注）2021年６月29日定時株主総会決議による配当額の総額には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式に対する配当

金6百万円が含まれている。　

 
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　　　該当事項なし。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 前第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)

  １　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報

（単位:百万円）

 
報告セグメント

その他
(注)1

 
合計
 

調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)3

 

 

土木事業
地盤改良
事業

ブロック
事業

合計

売上高         

　外部顧客に対する売上高 24,875 22,997 2,732 50,605 242 50,847 － 50,847

　セグメント間の内部売上高
 又は振替高

476 21 3 501 226 727 △727 －

計 25,352 23,018 2,736 51,106 467 51,573 △727 50,847

セグメント利益又は損失（△） 1,664 1,713 628 4,005 △363 3,642 △183 3,459
 

(注)　1　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ内の保険等のサービス

事業等からなる。　　　

 2　セグメント利益又は損失（△）の調整額△183百万円には、セグメント間取引消去23百万円、全社費用△209

百万円、その他の調整額3百万円が含まれている。　　

 3　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

 
   ２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

      （のれんの金額の重要な変動）

 「地盤改良事業」セグメントにおいて、2020年10月１日付で愛知ベース工業グループの全株式を取得し、

連結子会社とした。

当該事象によるのれんの増加額は、前第３四半期連結累計期間において386百万円である。

 

 当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報

（単位:百万円）

 
報告セグメント

その他
(注)1

 
合計
 

調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)3

 

 

土木事業
地盤改良
事業

ブロック
事業

合計

売上高         

　外部顧客に対する売上高 24,126 23,363 2,517 50,006 198 50,204 － 50,204

　セグメント間の内部売上高
 又は振替高

166 457 55 679 248 927 △927 －

計 24,293 23,820 2,572 50,685 446 51,131 △927 50,204

セグメント利益 597 1,415 401 2,413 29 2,442 △100 2,342
 

(注)　1　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ内の保険等のサービス

事業等からなる。　　　

 2　セグメント利益の調整額△100百万円には、セグメント間取引消去△30百万円、全社費用△29百万円、その

他の調整額△41百万円が含まれている。　　

 3　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。　　　
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(収益認識関係)

  顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 当第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)

(単位：百万円)

 
報告セグメント

その他
(注)

 
合計
 

 

 

土木事業
地盤改良

事業
ブロック
事業

合計

　 一時点で移転される財
  又はサービス

556 9,955 2,517 13,028 198 13,226

　 一定の期間にわたり移転される財
  又はサービス

23,570 13,408 － 36,979 － 36,979

 顧客との契約から生じる収益 24,126 23,363 2,517 50,006 198 50,204

 外部顧客への売上高 24,126 23,363 2,517 50,006 198 50,204
 

(注)　1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ内の保険等のサー

ビス事業等からなる。　
2 収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履

行義務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、一時点で移転される財又はサービス
に含めている。

 
(１株当たり情報)

 １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

   １株当たり四半期純利益  142円89銭 88円98銭

    (算定上の基礎)    

   親会社株主に帰属する四半期純利益 （百万円） 2,227 1,360

   普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る
親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円） 2,227 1,360

   普通株式の期中平均株式数 （千株） 15,583 15,287
 

（注）1 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載していない。

2 株主資本において自己株式として計上されている役員報酬BIP信託に残存する自社の株式は、１株当たり四

半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めている。

 １株当たり四半期純利益金額の算定上、当該自己株式の期中平均株式数は前第３四半期連結累計期間906千

株、当第３四半期連結累計期間1,203千株、このうち役員報酬BIP信託が所有する当社株式の期中平均株式数

は前第３四半期連結累計期間100千株、当第３四半期連結累計期間92千株である。

 
(重要な後発事象)

 該当事項なし。

 

２ 【その他】

 該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。

EDINET提出書類

株式会社不動テトラ(E00097)

四半期報告書

18/20



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2022年２月10日

 株　式　会　社　不　動　テ　ト　ラ

取　締　役　会　　御中

 

有 限 責 任 あ ず さ 監 査 法 人　
 

 東 京 事 務 所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 前　　田　　　貴　　史  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 谷　　川　　　陽　　子  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社不動

テトラの2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社不動テトラ及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全て

の重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続きである。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

   監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

   監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上
 

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管している。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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